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の
地
域
の
活
性
化
に
な
れ
ば
、
五

條
の
い
ろ
い
ろ
な
地
域
に
住
ん
で

い
た
だ
く
モ
デ
ル
の
一
つ
と
な
る

と
い
う
こ
と
で
選
定
を
し
た
。

委
員　

こ
の
家
の
貸
出
期
間
は
。

答
弁　

長
く
て
も
１
箇
月
ほ
ど
と

考
え
て
い
る
。

委
員　

冬
場
の
道
路
に
必
要
な
融

雪
剤
等
の
費
用
は
。

答
弁　

今
後
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

委
員　

鳥
獣
対
策
費
の
特
定
財
源

の
そ
の
他
の
財
源
内
訳
は
。

答
弁　

今
年
の
鳥
獣
被
害
防
止
の

総
予
算
額
は
５
７
，
７
８
８
千
円

で
あ
り
、
県
か
ら
４
９
，
１
１
９

千
円
い
た
だ
き
、
残
り
の
８
，
６

６
９
千
円
に
対
し
、
国
・
県
が
85

パ
ー
セ
ン
ト
、
地
元
負
担
が
15
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

委
員　

地
域
資
源
活
用
事
業
業
務

委
託
の
内
容
は
。

答
弁　

旧
五
新
線
に
あ
る
３
つ
の

ト
ン
ネ
ル
の
今
後
の
利
活
用
に
つ

い
て
、
地
方
創
生
の
上
乗
せ
交
付

金
を
活
用
し
て
10
月
30
日
ま
で
に

総
合
戦
略
を
策
定
す
る
た
め
、
専

門
性
の
高
い
詳
細
点
検
を
専
門
家

に
業
務
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
花
咲
寮

の
基
本
計
画
策
定
業
務
委
託
料
の

内
訳
は
。

答
弁　

土
木
基
本
計
画
２
，
０
９

０
千
円
、
測
量
１
，
４
０
０
千
円
、

建
築
概
略
計
画
１
，
２
８
０
千
円
、

検
討
委
員
会
運
営
支
援
４
，
５
５

０
千
円
、
報
告
書
作
成
１
，
２
１

０
千
円
の
合
計
１
０
，
５
３
０
千

円
に
消
費
税
を
含
め
た
も
の
で
あ

る
。

委
員　

他
の
施
設
も
老
朽
化
し
て

耐
震
が
な
く
建
て
替
え
が
必
要
で

あ
る
が
財
政
状
況
は
。

答
弁　

今
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
水
準

を
維
持
し
て
い
く
に
は
、
公
債
費

の
支
出
の
抑
制
が
課
題
で
あ
り
、

毎
年
の
新
規
発
行
額
を
抑
え
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
五
條
市
は
、

平
成
32
年
ま
で
は
大
き
な
事
業
が

重
な
っ
て
お
り
財
政
的
に
抑
え
る

の
は
難
し
い
が
、
そ
れ
以
降
は
過

疎
債
や
合
併
特
例
債
に
対
し
て
交

付
税
措
置
が
あ
る
た
め
抑
制
す
る

こ
と
は
可
能
と
考
え
て
い
る
。
ま

た
、
実
質
公
債
費
比
率
が
25
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
る
と
黄
信
号
と
い

う
状
態
に
な
る
が
、
五
條
市
は
、

平
成
26
年
度
は
15
．
４
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
る
。
こ
の
優
位
な
起
債
に

よ
り
、
こ
こ
10
年
で
は
数
値
が
そ

う
上
が
ら
な
い
と
い
う
見
通
し
を

立
て
て
い
る
。
ま
た
、
補
助
金
の

活
用
も
大
事
で
あ
る
。

委
員　

花
咲
寮
の
建
て
替
え
を
県

内
産
の
木
材
を
使
用
し
て
、
補
助

金
を
活
用
し
て
は
。

答
弁　

補
助
金
を
い
た
だ
い
て
、

残
り
を
過
疎
債
で
充
て
る
な
ど
組

合
せ
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

委
員　

木
で
建
て
る
こ
と
に
対
す

る
考
え
は
。

答
弁　

大
変
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
も
基
本
設
計
に
着
手

し
、
そ
の
中
で
様
々
な
議
論
を
し

て
方
向
性
を
決
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

委
員　

し
ゅ
ん
工
時
期
は
。

答
弁　

で
き
る
限
り
平
成
32
年
度

ま
で
に
は
や
っ
て
い
き
た
い
。

委
員　

し
っ
か
り
と
計
画
を
立
て

て
運
営
し
て
も
ら
い
た
い
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会

　
平
成
27
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）
議
定
に
つ
い

て　委
員　

西
吉
野
町
平
雄
で
民
家
を

無
償
で
借
り
上
げ
る
理
由
は
。

答
弁　

地
権
者
か
ら
地
域
の
活
性

化
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
無
償
で
貸

し
て
い
た
だ
け
る
。

委
員　

こ
の
場
所
に
決
ま
っ
た
理

由
は
。

答
弁　

こ
の
場
所
は
、
映
画
「
萌

の
朱
雀
」
の
ロ
ケ
地
で
あ
る
こ
と

や
限
界
集
落
的
な
地
域
で
あ
る
た

め
、
魅
力
を
感
じ
て
い
た
だ
き
こ

立
の
集
会
所
と
す
る
た
め
設
置
条

例
を
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
地
元
か
ら
、
市
立
で
あ
れ

ば
地
区
以
外
の
人
も
利
用
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
も
あ
り
、

建
設
当
初
の
位
置
付
け
に
戻
す
も

の
で
あ
る
。

委
員　

北
山
町
と
西
久
留
野
町
の

集
会
所
は
従
来
通
り
な
の
か
。

答
弁　

従
来
通
り
で
あ
る
。

平
成
27
年
度
五
條
市
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

議
定
に
つ
い
て

　

予
算
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
１
１
，
９
６
７
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
５
，
２
１
２
，
９
６

７
千
円
と
す
る
も
の
で
、
歳
出
予

算
と
し
て
は
、
平
成
26
年
度
の
退

職
者
医
療
に
係
る
療
養
給
付
費
交

付
金
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
に

対
し
超
過
交
付
分
を
返
還
す
る
た

め
の
療
養
給
付
費
交
付
金
返
還
金

１
１
，
９
６
７
千
円
で
、
そ
の
財

源
は
、
繰
越
金
１
１
，
９
６
７
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
の
均
衡

を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
当
局

の
説
明
に
よ
り
了
承
し
ま
し
た
。

平
成
27
年
度
五
條
市
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
議

定
に
つ
い
て

委
員　

県
内
の
市
町
村
の
中
で
五

條
市
の
介
護
保
険
料
が
高
額
と
な

っ
て
い
る
理
由
は
。

答
弁　

五
條
市
で
は
、
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
が
多
く
、
ま
た
、
高

齢
化
率
が
33
．
２
パ
ー
セ
ン
ト
、

65
歳
以
上
に
占
め
る
後
期
高
齢
者

の
割
合
が
54
．
１
パ
ー
セ
ン
ト
、

要
介
護
認
定
率
が
21
．
１
パ
ー
セ

ン
ト
と
県
下
で
上
位
で
あ
る
た
め
、

第
５
期
奈
良
県
介
護
保
険
事
業
支

援
計
画
と
比
べ
て
第
６
期
の
保
険

料
は
１
千
円
近
く
値
上
が
り
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

　
五
條
市
環
境
衛
生
施
設
周
辺
整
備

事
業
に
伴
う
集
会
所
設
置
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て　

委
員　

普
通
財
産
に
変
更
す
る
理

由
は
。

答
弁　

越
替
町
集
会
所
は
、
み
ど

り
園
の
建
設
に
伴
う
周
辺
環
境
整

備
事
業
で
、
地
区
集
会
所
と
い
う

位
置
付
け
を
条
件
と
し
て
建
設
さ

れ
た
が
、
西
吉
野
村
・
大
塔
村
と

の
合
併
に
よ
り
、
２
村
の
ご
み
を

受
け
入
れ
る
条
件
と
し
て
増
築
の

要
望
が
あ
り
、
早
急
に
事
業
を
進

め
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
開
発

行
為
等
の
申
請
が
省
け
る
よ
う
市

※

１

※１　実質交際比率　　収入に対する負債（借金）返済の割合を示します

※

２

※２　普通財産　　行政財産以外の公有財産で貸付け、交換、売払い等を目的としたもの
　　　　　　　　　※行政財産とは公用財産（市が直接使用する財産）：公共用財産（市民が共同利用する財産）をいう



議 案 名

議
決
結
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養
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岡

清
司
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雅
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孝
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山
口

耕
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吉
田

雅
範

益
田

吉
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大
谷

龍
雄

 

五條市過疎地域自立促進計画の一部変更について

全

宗
部

康
寛

吉
田

正

(以下は、全議員賛成のもと原案のとおり可決・承認・同意した議案）

議 案 名 議　案　の　概　要

可決

可決

事業内容の追加による計画の変更
（やまと広域環境衛生事務組合負担金、ごみ集積所情報
管理事業並びにごみ処理中継施設基本計画策定事業等の
追加）

地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見
書 について

五條市手数料徴収条例の一部改正について 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律の施行に伴い、通知カード及び個人番
号カードに係る規程を加え、住民基本台帳カードに係る
規程を削る
（平成２８年１月１日から施行・ただし、通知カードに
係る部分は、平成２７年１０月５日から施行）

五條市個人情報保護条例の一部改正について 行政手続における特定の個人を認識するための番号の利
用等に関する法律の施行に伴う所要の整備
（平成２７年１０月５日から施行・第２条の規定）

平成２７年度五條市一般会計補正予算（第３号）議定
に対する附帯決議について

五條市議会会議規則第１４条第２項の規定により、総務
文教常任委員会が附帯決議を提出
全文を１２ページに掲載

花咲寮建て替えに関する基本設計策定業務の協議に対
する決議について

平成２７年第３回９月定例会の表決結果と議決結果
○＝賛成　　●＝反対　　長 ＝議長

　議長交際費は、議長が五條市議会を代表して、議会運
営上、特に必要と認める場合に予算の範囲内で支出する
経費です。
　支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲
で、必要最小限になるよう努めています。
　平成２７年度の上半期（４月～９月）の支出状況は、
次のとおりです。
☆その他経費　　　　 　２件　   １０，９２５円
☆折衝接遇経費　　　　 ２件　   １０，０００円
☆儀礼的経費　　　　 　５件   　４９，０００円
☆賛助的経費 　　　　　４件　   ４９，９５５円
    合　　　計  　   　   １３件   １１９，８８０円

15 表決結果と議決結果ほか 14表決結果と議決結果

長

長

議 案 名 議　案　の　概　要

平成２７年度五條市介護保険特別会計補正予算(第２号)
議定について

補正予算額　８，１５８万３千円
(介護保険財政調整基金積立金及び国庫等償還金)

平成２６年度五條市一般会計歳入歳出決算認定につい
て

一般会計、国民健康保険特別会計、簡易水道特別会計、
下水道事業特別会計、墓地事業特別会計、介護保険特別
会計、大塔診療所特別会計、農業集落排水事業特別会計、
後期高齢者医療特別会計及び水道事業会計の１０会計の
平成２６年度歳入歳出決算を認定

五條市教育委員会委員の任命について 井本誓晃氏の任命に同意
 (任期：平成２７年９月３０日から４年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 石田榮仁郎氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 河田智樹氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 谷向秀喜氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 下村房夫氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 平山邦男氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 岡　伸子氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 福谷寿加代氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることに
ついて

片山邦彦氏、中永民子氏、山本美智子氏の推薦に同意
（任期：平成２８年１月１日から３年間）

五條市議会会議規則の一部改正について 近年の男女共同参画の状況を鑑み、五條市議会において
も男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため

〈報告案件〉
平成２６年度五條市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価の報告
平成２６年度五條市一般会計及び特別会計の決算並びに基金運用状況の審査意見について

五條市監査委員の選任について 竹田和彦氏の選任に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から４年間)

平成２７年度五條市国民健康保険特別会計補正予算(第
１号)議定について

補正予算額　１，１９６万７千円
(交付金返還金)

専決処分の報告、承認を求めることについて
（平成２７年度五條市一般会計補正予算(第２号）)

補正額予算額　７２５万円
(災害対策費及び道路道路橋染災害復旧費の追加)

職員の退職手当に関する条例の一部改正について 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律の施行に伴う文言の整理
（平成２７年１０月１日から施行）

五條市環境衛生施設周辺整備事業に伴う集会所設置条
例の一部改正について

公の施設として位置付けされている越替町集会所を普通
財産とするため
（公布の日から施行）

平成２７年度五條市一般会計補正予算(第３号)議定に
ついて

補正予算額　１億２，７７９万５千円
(企画費、鳥獣対策費、道路橋染災害復旧費等の追加)

土砂の埋立て等の規制に関する条例の制定を求める決
議について

○○ ○○ ○○○ ○ ○○○ 長 可決
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五條市過疎地域自立促進計画の一部変更について
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(以下は、全議員賛成のもと原案のとおり可決・承認・同意した議案）

議 案 名 議　案　の　概　要

可決

可決

事業内容の追加による計画の変更
（やまと広域環境衛生事務組合負担金、ごみ集積所情報
管理事業並びにごみ処理中継施設基本計画策定事業等の
追加）

地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見
書 について

五條市手数料徴収条例の一部改正について 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律の施行に伴い、通知カード及び個人番
号カードに係る規程を加え、住民基本台帳カードに係る
規程を削る
（平成２８年１月１日から施行・ただし、通知カードに
係る部分は、平成２７年１０月５日から施行）

五條市個人情報保護条例の一部改正について 行政手続における特定の個人を認識するための番号の利
用等に関する法律の施行に伴う所要の整備
（平成２７年１０月５日から施行・第２条の規定）

平成２７年度五條市一般会計補正予算（第３号）議定
に対する附帯決議について

五條市議会会議規則第１４条第２項の規定により、総務
文教常任委員会が附帯決議を提出
全文を１２ページに掲載

花咲寮建て替えに関する基本設計策定業務の協議に対
する決議について

平成２７年第３回９月定例会の表決結果と議決結果
○＝賛成　　●＝反対　　長 ＝議長

　議長交際費は、議長が五條市議会を代表して、議会運
営上、特に必要と認める場合に予算の範囲内で支出する
経費です。
　支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲
で、必要最小限になるよう努めています。
　平成２７年度の上半期（４月～９月）の支出状況は、
次のとおりです。
☆その他経費　　　　 　２件　   １０，９２５円
☆折衝接遇経費　　　　 ２件　   １０，０００円
☆儀礼的経費　　　　 　５件   　４９，０００円
☆賛助的経費 　　　　　４件　   ４９，９５５円
    合　　　計  　   　   １３件   １１９，８８０円

15 表決結果と議決結果ほか 14表決結果と議決結果

長

長

議 案 名 議　案　の　概　要

平成２７年度五條市介護保険特別会計補正予算(第２号)
議定について

補正予算額　８，１５８万３千円
(介護保険財政調整基金積立金及び国庫等償還金)

平成２６年度五條市一般会計歳入歳出決算認定につい
て

一般会計、国民健康保険特別会計、簡易水道特別会計、
下水道事業特別会計、墓地事業特別会計、介護保険特別
会計、大塔診療所特別会計、農業集落排水事業特別会計、
後期高齢者医療特別会計及び水道事業会計の１０会計の
平成２６年度歳入歳出決算を認定

五條市教育委員会委員の任命について 井本誓晃氏の任命に同意
 (任期：平成２７年９月３０日から４年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 石田榮仁郎氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 河田智樹氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 谷向秀喜氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 下村房夫氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 平山邦男氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 岡　伸子氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

五條市政治倫理審査会の委員の委嘱について 福谷寿加代氏の委嘱に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から２年間)

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることに
ついて

片山邦彦氏、中永民子氏、山本美智子氏の推薦に同意
（任期：平成２８年１月１日から３年間）

五條市議会会議規則の一部改正について 近年の男女共同参画の状況を鑑み、五條市議会において
も男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため

〈報告案件〉
平成２６年度五條市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価の報告
平成２６年度五條市一般会計及び特別会計の決算並びに基金運用状況の審査意見について

五條市監査委員の選任について 竹田和彦氏の選任に同意
 (任期：平成２７年１０月１日から４年間)

平成２７年度五條市国民健康保険特別会計補正予算(第
１号)議定について

補正予算額　１，１９６万７千円
(交付金返還金)

専決処分の報告、承認を求めることについて
（平成２７年度五條市一般会計補正予算(第２号）)

補正額予算額　７２５万円
(災害対策費及び道路道路橋染災害復旧費の追加)

職員の退職手当に関する条例の一部改正について 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律の施行に伴う文言の整理
（平成２７年１０月１日から施行）

五條市環境衛生施設周辺整備事業に伴う集会所設置条
例の一部改正について

公の施設として位置付けされている越替町集会所を普通
財産とするため
（公布の日から施行）

平成２７年度五條市一般会計補正予算(第３号)議定に
ついて

補正予算額　１億２，７７９万５千円
(企画費、鳥獣対策費、道路橋染災害復旧費等の追加)

土砂の埋立て等の規制に関する条例の制定を求める決
議について

○○ ○○ ○○○ ○ ○○○ 長 可決




